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船舶事故調査報告書 

 

                            平成２６年１０月２３日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２３年５月１１日 １７時０８分ごろ 

発生場所 広島県福山市田島南方沖 

 福山市所在の箱崎港箱崎一文字防波堤南灯台から真方位１９８°

１,８８０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°２０.５′ 東経１３３°２０.０′） 

事故調査の経過  平成２３年６月１０日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 貨物船 第八浪花
な に わ

丸、１９９トン 

   １３４７７７、妹尾海運有限会社 

   ５９.２３ｍ×９.４０ｍ×５.５５ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、７３５kＷ、平成８年３月２２日 

Ｂ 貨物船 天狗
て ん ぐ

丸、１９９トン 

   １３２９７６、森海運有限会社 

   ５４.８５ｍ×９.２０ｍ×５.２５ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、７３５kＷ、平成５年７月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ４８歳 

   五級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 平成９年４月１日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成１８年９月８日 

    免状有効期間満了日 平成２４年３月３１日 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ６９歳 

   五級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 昭和３７年８月１０日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２２年４月２６日 

    免状有効期間満了日 平成２７年５月２５日 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 船首部に凹損 

Ｂ 左舷前部の外板及びハンドレールに凹損 

 事故の経過  Ａ船は、前任の船長Ａ、一等航海士（以下「船長Ａ」という。）及

び機関長Ａが乗り組み、鋼材約５７６ｔを積載して岡山県笠岡市白石
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瀬戸で停船し、前任の船長Ａが、用事があって下船するので、船長職

を引き継ぐ旨を船長Ａに告げ、平成２３年５月１１日１６時００分ご

ろ、迎えに来た知人の小型船に乗って下船し、船長Ａが、船長職を引

き継いで単独の船橋当直に就き、航行を始めた。 

 船長Ａは、周囲に薄く霧がかかっていたので、法定灯火の表示を行

い、機関を回転数毎分（rpm）３１５～３２０の全速力前進にかけて

速力（対地速力、以下同じ。）約９.８ノット（kn）とし、３海里

（Ｍ）レンジのヘッドアップに調整したレーダーにより、エコートレ

イル機能を活用して監視しながら、手動操舵で西南西進中、視界が

徐々に悪化して福山港で視程約１.０～１.５Ｍとなった。 

 船長Ａは、福山市阿伏兎
あ ぶ と

瀬戸の手前に達したとき、霧で視界が急速

に悪化して視程約１００ｍとなり、レーダー画面で船首輝線の右側約

２ＭにＢ船の映像を探知したので、レーダーのレンジを１.５Ｍに切

り替え、機関回転数を約２０下げて速力約８.８kn としたが、霧中信

号を行わずに航行を続けた。 

 船長Ａは、Ｂ船のレーダー映像が船首輝線の右側に見えていたの

で、Ｂ船と右舷を対して通過することとし、阿伏兎瀬戸の南方沖を通

過して針路を少しずつ左に変え、同瀬戸の西に位置する田島南方沖の

漁具で挟まれた水路（以下「本件水路」という。）の左側寄りを針路

約２４４°（真方位、以下同じ。）で航行したが、Ｂ船のレーダー映

像が依然船首輝線の右側に見えており、Ｂ船との通過距離が近くなり

そうだったので、少し離そうと思い、針路を約５°～１０°左に変え

て航行を続けた。 

 船長Ａは、Ｂ船が接近してレーダー画面で識別できなくなったの

で、衝突の危険を感じ、急いで左舵約２０°を取って回頭中、Ｂ船を

目前に認め、機関を全速力後進としたが、１７時０８分ごろ、田島南

方沖において、Ａ船の船首部とＢ船の左舷前部とが衝突した。 

 船長Ａは、衝突後、船首に移動して船体の損傷を確認し、機関長Ａ

が会社に連絡した。 

 Ｂ船は、船長Ｂ及び機関長Ｂの２人が乗り組み、機関を３５０～３

５５rpm の全速力前進にかけて速力約１１.７～１１.８kn とし、福山

市当木島沖に達したとき、視界が、霧のため、急速に悪化して視程約

２００ｍになった。 

船長Ｂは、法定灯火の表示を行い、昇橋していた機関長Ｂを見張り

に当たらせ、機関を３２０rpm とし、速力約１０.１～１０.２kn に減

速するとともに、手動操舵に切り替え、自動信号装置による霧中信号

を始め、聴覚による見張りの効果を高めるため、船橋の左右ドアを開

放して東北東進した。 

 船長Ｂは、田島南西端の南方沖で針路を約０６７°とし、レーダー

を km 表示でオフセンターを使用して約４.５km 前方まで表示できる
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ヘッドアップに調整を行い、エコートレイル機能を活用して監視しな

がら、本件水路の中央ないし右側寄りを航行した。 

 船長Ｂは、レーダー画面で船首輝線の左３°～５°４.５km 付近に

Ａ船を初認して霧中信号を手動でも行い、Ａ船のレーダー映像が船首

輝線に接近して来るので、その都度、小刻みに約３°～５°右に変針

を続け、Ａ船を目前に見て右舵一杯を取り、続けて機関を全速力後進

としたが、Ａ船と衝突した。 

 機関長Ｂは、１７時１２分ごろ海上保安庁へ１１８番通報し、その

後、運航会社に事故発生を報告した。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 気象・海象 気象：天気 霧、風 なし、視程 約１００～２００ｍ 

海象：潮汐 下げ潮の初期、潮流（愛媛県弓削町百貫島灯台の北方約

１.２Ｍ） ０９１°約０.３kn、潮高 約２７４cm（福山市

鞆） 

 瀬戸内海には、５月１１日１１時４５分海上濃霧警報が、広島県全

域には、５月１１日１５時２７分濃霧注意報がそれぞれ発表され、本

事故当時、継続中であった。 

 その他の事項  田島南岸から田島南方沖約２Ｍにかけ、東西約３Ｍの範囲には、本

件水路を挟んで広島県知事が許可した第２種共同漁業の免許番号共第

４６６号及び共第４６７号であるつぼ網漁業区域が設定され、両区域

内には漁具が多数設置されており、田島南方沖を東西方向に航行する

船舶は、 狭部が約１,０００ｍの本件水路を航行していた。 

船長Ａは、Ａ船乗船前、別の船に約１年間、一等航海士として乗り

組み、そのうち約２か月間、代理で船長職に就いたことがあったの

で、本事故時に初めてＡ船の船長職をとったが、操船に不安はなかっ

た。 

 船長Ａは、阿伏兎瀬戸東方沖から弓削瀬戸にまっすぐに向かう針路

としていた。 

 船長Ｂは、免状取得時から船長職に就き、契島と姫路港との間の運

航を約４０年行っており、本件水路の通航経験は豊富であった。 

 船長Ｂは、ふだん、田島南方沖を東方に向かう際、田島南西端の南

方沖で左転して針路を約０７０°とし、本件水路の右側寄りを航行し

ていた。 

 船長Ｂは、本事故前、レーダー画面により、Ａ船が、Ｂ船の前方の

同航船と左舷を対して通過したことを認めていた。 

 Ａ船には、ＶＨＦ無線機があり、Ｂ船には、ＶＨＦ無線機がなかっ

た。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 
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 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

Ａ あり、Ｂ あり 

 Ａ船は、霧で視界制限状態となった田島南方沖の本件水路を西南西

進中、船長Ａが、Ｂ船のレーダー映像が船首輝線の右側に見えていた

ので、Ｂ船との通過距離を広げようとして左転を行い、本件水路の左

側に寄って航行したことから、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、霧で視界制限状態となった本件水路を東北東進中、船長Ｂ

が、船首輝線の左側にＡ船のレーダー映像を認め、Ａ船のレーダー映

像が船首輝線に接近して来るので、その都度、約３°～５°右に変針

を続けて航行したことから、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、霧で視界制限状態となった田島南方沖の本件水路におい

て、Ａ船が西南西進中、Ｂ船が東北東進中、船長Ａが、Ｂ船のレーダ

ー映像が船首輝線の右側に見えていたので、Ｂ船との通過距離を広げ

ようとして左転を行い、本件水路の左側に寄って航行し、また、船長

Ｂが、船首輝線の左側にＡ船のレーダー映像を認め、Ａ船のレーダー

映像が船首輝線に接近して来るので、その都度、約３°～５°右に変

針を続けて航行したため、両船が衝突したことにより発生したものと

考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・狭い水路においては、水路の右側に寄って航行すること。 

 ・視界制限状態の海域を航行する際、霧中信号を行い、十分に減速

して航行し、レーダーで探知した他船と著しく接近することとな

り、又は衝突のおそれがあると判断した場合には、十分に余裕が

ある時期にこれらの事態を回避する動作をとること。 
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 付図１ 事故発生経過概略図 
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